
１ 趣旨
大分県消費生活審議会は、消費者、事業者、学識経験者からなる委員により組織され、消費生

活に関する重要事項について審議等を行っています。
消費者の立場からの意見を反映した審議等を行うため、消費者代表として県民の方に参加して

いただけるように、審議会委員を次のとおり公募します。

２ 募集人員 ２人

３ 応募資格
（１）県内に居住する満１８歳以上の方（令和８年４月１日現在）
（２）消費生活や消費者問題に関心がある方
（３）平日開催の審議会（年１～３回、２時間程度、大分市内で開催）に出席できる方
※ 国、地方公共団体の議員又は常勤職員になっている方は応募できません。

４ 応募方法
裏面の応募申込書に必要事項（氏名、性別、年齢、住所、連絡先、自己ＰＲ等）を明記のうえ、

消費生活・消費者問題に関する小論文（テーマ・様式自由、８００字程度）を添えて、大分県
県民生活・男女共同参画課まで、持参・郵送・電子メールのいずれかの方法によりご応募くださ
い。応募に要する経費はご負担願います。申込書は大分県HPからも入手できます。

※ 提出された書類については、返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

５ 募集期間 令和８年３月２日（月）～令和８年３月２７日（金）１７時<必着>

６ 委員選考方法、結果の通知
選考は、応募申込書及び小論文の内容並びに面接審査の結果を踏まえ、委員としての適任者を

総合的に判断のうえ決定します。なお、応募者が多数の場合は、応募申込書及び小論文による書
類審査を第一次選考として実施し、面接対象者を選考します。
※ 面接審査に要する旅費については、県の規定に基づきお支払いします。
※ 面接審査の予定日は、令和８年４月中旬を予定しており、実施時間及び場所は応募された
方に連絡します。

７ その他
○ 委員の任期は、令和８年６月１日から令和１０年５月３１日までの２年間です。
○ 審議会への出席に係る報酬及び旅費は、県の規定に基づきお支払いします。
○ 委員に選任された場合、氏名・職業を県のホームページ等で公表します。
○ 応募によって知り得た個人情報については、委員の選考以外の目的には利用いたしません。

８ 応募先（問い合わせ先）
生活環境部 県民生活・男女共同参画課 消費生活班
〒８７０－００３７ 大分市東春日町１－１ ＮＳ大分ビル１階（アイネス内）

電話 ：０９７－５３４－２０３８
Ｅ－ｍａｉｌ：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp
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